
住宅用火災警報器の詳しい設置方法などは 
京丹後市消防本部予防課（ 62-5119）または最寄りの消防署にお問い合わせください。 
京丹後市消防本部ホームページもご覧ください。http://www.c ity .kyotango.kyoto . jp/kcfd/ index.html
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